
和歌山市屋外広告物条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（許可の期間及び条件） （許可の期間及び条件） 

第１３条 略 第１３条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 前項の許可等の期間の更新を受けようとする者は、規則で定める申

請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

ただし、当該申請に係る広告物又は掲出物件で、規則で定めるものは、

第２号から第５号までに掲げる書類の添付を要しないものとする。 

４ 前項の許可等の期間の更新を受けようとする者は、規則で定める申

請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）当該広告物又は掲出物件の形状の全体を明らかにしたカラー写真

（申請前１月（許可等の期間が１月以内のものにあっては、申請前７

日）以内に撮影したものに限る。） 

（１）申請前１月（許可等の期間が１月以内のものにあっては、申請前７

日）以内の状況を示すカラー写真 

（２）屋外広告物自己安全点検報告書 （２）許可等の期間が１年を超える広告物又は掲出物件については、屋外

広告物自己安全点検報告書 

（３）前号の屋外広告物自己安全点検報告書に記載された点検箇所の現況

（当該点検箇所に異常がある場合にあっては、その改善状況）を確認

することができるカラー写真（申請前３月以内に撮影したものに限

る。） 

 

（４）第２号の屋外広告物自己安全点検報告書に係る点検を行った者の資

格を証する書類の写し 

 

（５）地面から当該広告物又は掲出物件の上端までの高さを明らかにした

図面又は写真 

 

（６）略 （３）略 



５ 前項第２号の屋外広告物自己安全点検報告書は、次の各号のいずれ

かに該当する者（地面から広告物又は掲出物件の上端までの高さが４

メートルを超える場合にあっては、第２号、第６号又は第２９条第１

項第１号若しくは第４号に該当する者）が点検し、記入したものでな

ければならない。 

５ 前項第２号の屋外広告物自己安全点検報告書は、次の各号のいずれ

かに該当する者が点検し、記入したものでなければならない。 

（１）・（２）略 （１）・（２）略 

（３）電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）第３条に規定する第一

種電気工事士又は第二種電気工事士 

（３）電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）第３条に規定する第一

種電気工事士及び第二種電気工事士 

（４）略 （４）略 

（５）職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づく帆布製品

に係る職業訓練指導員免許を所持する者、技能検定に合格した者又は

公共職業訓練若しくは認定職業訓練を修了した者 

（５）職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づく帆布製品

製造科に係る公共職業訓練若しくは認定職業訓練を修了した者又は

帆布製品科に係る職業訓練指導員免許を所持する者 

（６）前各号に掲げる者のほか、広告物及び掲出物件の点検を実施するた

めに必要な知識及び技術を有すると市長が認める者 

 

 


